
Title 帝国主義の統治理性（一）　－チャールズ・キャニングとインド大反乱－

Author(s) 中村, 研一; NAKAMURA, Ken'ichi

Citation 北大法学論集, 36(1-2), 287-313

Issue Date 1985-09-30

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/16479

Type departmental bulletin paper

File Information 36(1-2)_p287-313.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



帝

国

主

義

の

統

治

理

性

〆'ーー、、

一¥ー/

-

i

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
と
イ
シ
ド
大
反
乱

l
l

宣ffiliiま

え

が

き

統
治
者
の
形
成

確
信
の
統
治

四三
節節

統
治
目
標
の
喪
失

使
命
の
終
鴬

以
下
本
号

以
下
次
号

中

キす

研

北法36(1-2・287)287



説

ま

え

き

カL

一ι民間

一
八
五

0
・六

0
年
代
は
、
英
国
人
に
と
っ
て
帝
国
に
対
す
る
な
識
の
転
換
期
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
人
々
の
帝
国
イ
メ
ー
ジ
が
、
白
人
移
住

植
民
地
や
必
ず
し
も
公
的
な
政
治
支
配
を
伴
わ
な
い

「
自
由
貿
易
帝
国
主
義
」

か
ら
、
異
民
族
支
配
と
い
う
課
題
と
正
面
か
ら
向
き
あ
っ
た

「
植
民
地
帝
国
主
義
」

移
行
し
は
じ
め
た
変
動
期
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
時
期
に
帝
国
観
と
支
配
の
あ
り
方
を
、

根
底
か
ら
揺
り
動
か
し
た
の
が
、

一
八
五
七
年
の
イ
ン
ド
大
反
乱
で
あ
っ
た
。
こ
の
大
反
乱
の
勃
発
は
、
英
国
の
イ
ン
ド
統
治
の
危
機
で
あ

し
か
る
に
、
英
国
は
こ
の
危
機
を
比
較
的
速

っ
こ
ta

、

ヂーヵ

の
み
な
ら
ず
英
国
人
支
配
層
に
よ
っ
て
英
帝
国
全
体
の
危
機
と
受
け
と
め
ら
れ
た
。

イ
ン
ド
統
治
を
再
建
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
の
た
め
イ
ン
ド
人
の
聞
に
は
、
英
国
支
配
は
打
ち
破
り
え
な
い
、
と
い

う
神
話
が
で
き
あ
が
っ
た
。
そ
し
て
、
イ
ン
ド
は
、
大
量
の
植
民
地
官
僚
や
寧
人
に
と
っ
て
、
異
民
族
統
治
の
実
地
訓
練
場
と
な
り
、

世
紀
後
半
に
、
英
国
が
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
全
域
に
異
民
族
支
配
を
拡
大
し
て
い
く
、
膨
脹
の
拠
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

や
か
に
収
拾
し
、

大
反
乱
を
鎮
圧
す
る
過
程
は
、

イ
ン
ド
統
治
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
大
反
乱
に
先
立
つ
二

0
年
間
は
、
征
服
や
併
合
に
よ
っ
て

英
国
領
の
版
図
が
急
速
に
拡
大
し
た
が
、
大
反
乱
後
は
、

一
転
し
て
領
域
的
な
拡
大
は
停
止
し
、
安
定
し
た
秩
序
の
維
持
こ
そ
が
、
統
治
の

中
心
課
題
と
な
っ
た
Q

反
乱
の
再
発
を
防
ぎ
、
秩
序
の
安
定
化
を
求
め
る
英
人
支
配
者
の
願
望
は
、
「
(
イ
ン
ド
人
民
衆
の
〉
鎮
静
化

(
q
B
R

oc--広
三
一
。
ロ
)
」
が
大
反
乱
後
の
一

0
年
間
の
イ
ン
ド
統
治
政
策
の
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で

み
C
ヲ

Q

。
こ
の
こ
と
は
視
点
を
変
え
る
な
ら
、
英
国
人
統
治
者
が
、
大
反
乱
の
結
果
、
支
配
さ
れ
る
イ
ン
ド
人
の
側
か
ら
の
反
応
に
、
大
き
く
拘
束

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
デ
ィ
ス
レ
イ
リ
l

(
回巾ロ
Y
5
5
ロ仲間
Em--)
の

「
英
国
は
い
ま
や
、

東
方
の
国
々
の
人
々
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の
世
論
に
も
と
づ
き
彼
ら
の
イ
マ
ジ
ネ
l
シ
ヨ
ン
を
通
じ
て
の
み
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
J

と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
点
を
物
語

る
。
と
す
れ
ば
、
帝
国
支
配
に
お
い
て
、
狭
義
の
軍
事
戦
略
よ
り
、
あ
る
い
は
、
個
別
的
な
経
済
利
害
よ
り
は
、
被
治
者
で
あ
る
イ
ン
ド
人

の
反
応
を
予
測
し
な
が
ら
、
効
果
的
な
秩
序
形
成
を
主
導
し
て
い
く
政
治
指
導
こ
そ
が
、
統
治
の
特
質
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
に
至
っ
た
の

で
あ
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
大
反
乱
の
鎮
圧
と
統
治
の
再
建
と
を
、

イ
ン
ド
総
督
(
。
。
4
2ロ
。
円
。

gm同国
7
L
F
E出
)
と
し
て
最
高
指
揮
し
た
チ
ャ

ー
ル
ズ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
(
の

E
ュ2
の
出
口
巳
ロ
ぬ
)
に
お
い
て
、
そ
の
課
題
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
、
そ
の
対
応
と
し
て
い
か
な
る
政
策
が
決

定
さ
れ
、
そ
れ
が
植
民
統
治
の
あ
り
か
た
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
大
反
乱
へ
の
英

帝国主義の統治理性 (1)

日
間
の
対
応
、
が
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
政
治
指
導
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
過
程
を
照
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大
反
乱
後
の
英
国
の
イ
ン
ド
統
治
構
造
が

組
織
化
さ
れ
て
い
く
動
態
の
一
端
を
考
察
す
る
こ
と
が
、
課
題
と
な
る
。
も
と
よ
り
、
イ
ン
ド
統
治
の
再
建
を
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
政
策
の
み
に

帰
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
が
主
導
し
て
つ
く
り
あ
げ
た
統
治
構
造
も
長
く
継
続
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
キ
ャ
ニ
ン
グ
を
取
り
上
げ
た
理
由
は
、
彼
、
が
一
九
世
紀
中
葉
の
英
同
人
支
配
層
の
統
治
理
念
の
あ
る
意
味
で
の
典
型
的
な
持
ち
主
で
あ

り
、
イ
ン
ド
大
反
乱
と
い
う
英
帝
国
の
危
機
を
収
拾
し
た
支
配
様
式
と
そ
の
構
造
的
な
要
因
と
が
、
そ
の
限
界
を
含
め
て
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
の

指
導
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
、
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

(
1〉

Z
E
E
-
h
M
吋
吉
宮
田

r
b
h
S
4
M
N
Q
H
F
。」「河内可。
N
F
(
F
5
2
5ロ
ピ
-
H
Y
H由
自
)
【
UF・
ω・
2
司
・
ヲ
也
N・
参
照
。

(

2

)

回

Frow
河口
r
o
H
p
b
h
h、
.
2
N
r
p
cロ仏
c
p
p向。予
5
♂
呂
町
叶
)
℃
・

ω叶由
i
斗
叶
・
に
引
用
。

(

3

)

イ
ン
ド
統
治
の
再
建
の
過
程
で
、
支
配
の
体
系
的
な
権
威
付
け
を
行
っ
た
文
書
「
女
王
宣
言
」

(
0
5
3ぷ
Hdon-白
B
2
5ロ
)
を
作
成
す
る
イ
ニ
シ
ア
チ

ブ
を
と
っ
た
の
は
、
イ
ン
ド
の
現
場
に
在
っ
た
キ
ヤ
ニ
ン
グ
で
も
な
く
、
彼
を
イ
ン
ド
絡
替
に
選
出
し
た
パ
l
マ
ス
ト

γ
自
由
党
内
閣
で
も
な
く
、
パ
ー
マ

ス
ト
ン
内
閣
に
か
わ
っ
た
ダ
ー
ビ
ー
保
守
党
内
閣
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
女
王
宣
言
」
は
、
首
相
ダ
ー
ビ
ー
(
何
《
雪
国
与
の

g同
r
a
ω
s
x
r
ω
gロ
H
o
u
c
p
o

E
子
同
ミ
目
。
『
ロ

2
r可
)
の
円
以
子
ス
タ
ソ
レ
l
(
開
込
唱
え
L

Z

O
ロ
ミ

ω
5
5
7
ω
gロ
-ovc
子
。
民
子
何
回
ユ
え

0
0
手
可
)
イ

γ
ド
担
当
相
に
よ
っ
て
起
草

北法36(1-2・289)289



説

さ
れ
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王

(
O
Z
2ロ
〈

-20止
と
が
そ
れ
を
修
正
し
、
さ
ら
に
首
相
ダ
ー
ビ
ー
が
推
敵
し
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
り
、
キ
ヤ
エ
ン
グ

は
こ
の
作
成
過
程
に
は
参
与
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
の
課
題
は
、
英
国
の
イ
ン
ド
統
治
の
歴
史
過
程
を
辿
る
こ
と
で
は
な
く
、
イ
ン
ド
の
統
治
構
造

の
特
質
を
キ
ヤ
ユ
ン
グ
を
通
じ
て
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
り
、
「
女
王
宣
言
」
の
作
成
が
保
守
党
と
女
主
の
手
で
な
さ
れ
た
と
い
う
ま
実
よ
り
も
、

キ
ヤ
ニ
ン
グ
が
「
女
王
宣
言
」
を
統
治
の
現
場
の
観
点
か
ら
支
配
の
手
段
と
し
て
い
か
に
活
用
し
た
か
に
着
目
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
キ
ヤ
ニ
ン
グ
は

後
述
の
よ
う
に
「
女
王
宣
言
」
を
一
七
以
上
の
現
地
語
に
翻
訳
し
て
発
布
し
た
が
、
い
く
つ
か
の
点
で
翻
訳
の
困
難
に
苦
し
み
、
ま
た
、
キ
布
ニ
ン
グ
の
政

策
と
「
女
王
宣
言
」
の
不
一
致
が
あ
る
点
を
憂
慮
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
長
文
の
「
女
王
宣
言
」
に
対
し
て
キ
ヤ
ニ
ン
グ
自
身
が
作
成
し
た
簡
結
な
「
宣

言
」
を
援
行
し
て
発
布
し
た
の
で
あ
る
。

富田

ng問
。
タ
冨

-nzo--
駒内

N町、お
s
q
.円
U
S昌
弘
司

h
p
(
F
O
E
S
Z
R
E
-
-
S
U
E
E
)
問者・

NN品
1N申
・
参
照
。

(

4

)

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ヤ
ニ
ン
グ
に
関
す
る
基
本
資
料
は
へ
ア
ウ
ッ
ド
村
領
地
記
録
所
・
イ
ン
ド
省
図
書
館
・
イ
ン
ト
国
立
文
書
館
な
ど
に
収
め
ら
れ
て
い
る
、

キ
ャ
ニ
ン
グ
と
木
国
と
の
問
、
及
び
、
キ
ヤ
ニ
ン
グ
と
イ
ン
ド
政
府
の
文
官
・
武
官
と
の
問
に
交
わ
さ
れ
た
手
紙
で
あ
る
。
本
稿
執
筆
の
た
ゐ
に
筆
者
が
閲

覧
し
た
資
料
は
、
イ

γ
ド
省
図
書
館
と
イ
ン
ト
国
立
文
書
館
の
関
連
資
料
の
ご
く
一
部
に
す
、
ぎ
ず
、
そ
れ
も
下
記
の
先
行
業
績
に
導
か
れ
て
参
照
し
た
も
の

が
多
い
。
従
っ
て
、
以
下
手
紙
を
引
用
す
る
場
合
に
は
、
発
信
者
↓
受
信
者
・
日
付
(
下
記
の
著
作
に
引
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
)
著
者
の
姓
と
引

用
さ
れ
た
頁
数
の
み
を
記
す
こ
と
に
す
る
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ヤ
ニ
ン
グ
に
関
連
す
る
資
料
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
呂

r
r
s
-
v
p
u】曲
四
一

g
の
著

書
の
文
献
解
題
に
適
切
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。

①

呂

田

nrms-Enzo--
行
NEWHS
町、・
p
g叫
司
令
。
吉
之
内

M
I
F
F
H句
H
h
n之
内

S
S苫
m
C
3
2説
。
下

C22Jと
S
九
百
円
尽
き
い
、
久
同
え

5

同∞
u
q
l
H
∞。
h
p
(
円、。ロ仏
C
ロw
Y
向由一一口

g
己目白ロ
w
]戸
由
由
凶
)

「
キ
ヤ
ニ
ン
グ
卿
自
身
に
出
来
る
か
ぎ
り
諮
ら
せ
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
し
た
」
(
序
文
一
一
氏
)
木
格
的
な
伝
記
で
あ
り
、
英
・
印
の
関
述
資
料
を
丹
念

に
付
合
わ
せ
、
キ
ヤ
ニ
ン
グ
の
八

O
巻
に
及
ぶ
莫
大
な
手
紙
を
駆
使
し
た
力
作
で
あ
る
。
キ
ヤ
エ
ン
グ
は
在
任
当
時
、
必
ず
し
も
世
評
が
高
い
イ
ン
ド
総
督

で
は
な
か
っ
た
が
、
彼
が
批
判
さ
れ
た
個
々
の
論
点
を
、
こ
の
伝
記
で
は
資
料
に
泊
っ
て
綿
密
に
再
検
討
し
、
多
く
の
点
で
そ
れ
ま
で
の
キ
布
ニ
ン
グ
の
評

価
を
正
す
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

②

明

F
R
E
Eユ円。
W
E
B
S子
同

J
t
h志
夫

C
5
5
N
N
T
〔

U
E
Q
G
r
e
s
h
g
p
H
C
E
u
h
r
sミ
hb之
95NdhNhnLEu-HSMwpcEDP

]
戸
由
。
印
)
・
キ
ヤ
ニ
ン
グ
の
幼
年
時
代
よ
り
の
親
友
で
あ
り
、
キ
ヤ
ニ
ン
グ
の
イ
ン
ド
総
督
在
任
中
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
彼
の
政
策
を
代
弁
し
擁
護
し
絞
け
た
グ
レ
ン

論

北法36(1-2・290)290



グ
ィ
ル
の
古
典
的
な
久
タ
イ
ル
の
伝
記
で
あ
り
、
キ
ヤ
ニ
ン
グ
夫
妻
と
グ
レ
ン
ヴ
ィ
ル
夫
妻
と
の
間
の
重
要
な
手
紙
が
数
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。

③

F
S
E
0・
r
z
-
N
H
K
N耐白ト同
J
r
N
3
h
m
g
足
色
、
q
u
g札

H
F
自
己
句
、
。
5
4
0
h
h
h
p
H
∞。
HlH
∞いじ
L
o
o
-
r
r
o
H『
D
E
C・M
M

・-
E
3・

イ
ン
ド
大
反
乱
の
一
大
中
心
で
あ
っ
た
オ

l
ド
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
現
地
統
治
者
と
イ
ン
ド
人
支
配
層
と
の
関
係
を
分
析
し
た
歴
史
書
で
、
大
反
乱

の
発
生
と
鎮
圧
の
過
程
を
詳
細
に
検
討
し
て
お
り
、
現
地
の
イ
ギ
リ
ス
人
指
揮
官
と
キ
ヤ
ニ
ン
グ
と
の
交
信
が
数
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。
現
場
指
揮
官
の

視
点
か
ら
見
た
、
キ
ヤ
ニ

γ
グ
の
決
定
に
対
す
る
批
判
的
な
論
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

④

玄

2
2
H
F
吋
吉
自
国
間
w
b
h吋
2
・E
白
HF
。¥』
N
S。
N
H
W
(
F
E
S
Sロ
C
・
p-
呂田町)・

Z
E口
由
民
・
吋
-5自由印刷耐・
7
C
E
h
h
g
bミ
ト
・
ミ
え

NW-hhh与

同
向
日

k
~

弓
2
4
E
g
L
E
b
a
立
志
向
之
宮
内
定

s
s
n
g同
氏
、

LF(己
・
え
の
包
仲
間
O

門口
E
H
J
E芯)・

前
者
は
イ

γ
ド
史
に
お
け
る
一
八
六

0
年
代
の
分
析
の
空
白
に
着
目
し
、
大
反
乱
後
の
英
国
の
政
策
変
化
を
、
政
策
領
域
別
に
追
っ
た
パ
イ
オ
ニ
ア
的
な

著
書
で
あ
る
。
キ
ヤ
ニ
ン
グ
の
資
料
は
①
の
著
者
に
負
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
キ
ヤ
ニ

γ
グ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
強
調
す
る
解
釈
を
と
っ
て
い
る
。

後
者
は
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
変
化
と
イ
ン
ト
農
民
の
対
応
を
詳
細
に
分
析
し
た
も
の
で
、
キ
ヤ
ニ
ン
グ
の
政
策
決
定
・
現
地
で
の
執
行
過
程
・
農
民
の
反
応

の
三
者
の
間
に
大
き
な
ず
れ
と
時
間
的
な
遅
れ
が
あ
っ
た
点
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
(
以
下
呂

2
2
-
p
c目
y
n
F
は
前
者
を
さ
す
。
)

節

統

治

者

の

形

成

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、

一
八
一
二
年
二
一
月
一
回
目
、

ジ
ョ
ー
ジ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
(
の
伺
。
門
的
一
冊
。
田
口
口
Z
m
)
の
三
男
と
し
て
生
れ

(1) 

た

父
ジ
ョ
ー
ジ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、
周
知
の
よ
う
に
、

一
九
世
紀
初
頭
の
英
国
に
お
け
る
、

最
も
重
要
な
外
交
官
・
政
治
家
の
一
人
で
あ

り
、
と
く
に
一
八
二
二
年
か
ら
死
去
す
る
こ
七
年
ま
で
は
外
相
と
首
相
を
歴
任
し
、
英
国
の
政
治
を
指
導
し
た
。

帝国主義の統治理性

キ
ャ
ニ
ン
グ
家
の
祖
先
は
、
プ
リ
ス
ト
ル
の
名
望
家
の
家
系
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
一
七
世
紀
に
は
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
移
住
し
て
い
る
。

ロ
ン
ド
ン
に
出
て
法
律
な
ど
を
学
ん
だ
が
成
功
せ
ず
、

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
祖
父
は
、

一
七
七
一
年
に
妻
と
一
歳
の
息
子
ジ
ョ
ー

ジ
を
残
し
て
死
ん
だ
。
そ
の
時
に
は
、
葬
儀
費
用
に
こ
と
欠
く
ほ
ど
零
落
し
て
い
た
。

そ
の
た
め
ジ
ョ
ー
ジ
の
母
は
、
地
方
巡
り
の
端
役
を

つ
と
め
る
女
優
と
し
て
舞
台
に
立
ち
、
後
に
俳
優
の
一
人
と
同
棲
し
て
七
人
の
子
を
成
し
て
い
る
。
他
方
、

ジ
ョ
ー
ジ
は
、
彼
の
叔
父
で
ロ

北法36(1-2・291)291



0l 

ン
ド
ン
の
ん
い
川
裕
な
商
人
ス
ト
ラ
ト
フ
ォ
ー
ド
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
(
∞
守
田
仲
間
C
止
の
自
己
ロ
ぬ
唱
後
の
将
名
な
外
交
宵
の
父
)
に
引
き
と
ら
れ
、
そ
の
支

宅/.
IHHJ 

援
の
も
と
に
、
当
時
の
エ
リ
ー
ト
コ

i
ス
で
あ
っ
た
イ

1
ト
ン
校
か
ら
ク
ラ
イ
ス
ト
・
チ
ャ
ー
チ
(
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
一
カ
レ
ッ
ジ
)

政
治
的
な
野
心
と
情
熱
を
持
ち
な
が
ら
、

に
進
ん
だ
。

ジ
ョ
ー
ジ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、

政
治
家
の
道
を
あ
ゆ
む
機
会
を
狙
い
、
小
ピ
ッ
ト

一
七
九
四
年
に
衆
議
院
入
り
に
成
功
し
た
。

(当日
5
5
E
S
に
接
近
し
た
。
そ
し
て
、
彼
の
推
薦
に
よ
っ
て
、

一
八
世
紀
末
に
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
ジ
ョ
ー
ジ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
よ
う
な
ミ
ド
ル
・
ク
ラ
ス
出
身
者
が
、
比
重
を
増
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
未
だ
少
数
派
で
あ
っ
た
。
そ
の
議
席
の
多
く
は
、

ジ
エ
ン
ト
リ
ー
、
爵
伎
を
継
承
す
る
以
前
の
貴
族
、
あ
る
い
は
、
二
・
一
二
男
で
あ

る
な
ど
の
理
由
か
ら
爵
位
を
継
承
し
え
な
い
貴
族
の
子
弟
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

、
ド
ル
・
ク
ラ
ス
出
身
者
は
、

た
と
え
有
能

で
あ
っ
て
も
、
重
要
な
役
職
に
つ
き
、
成
功
す
る
た
め
に
は
、
数
多
く
の
障
害
を
乗
り
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
た
と
え

議
会
の
演
説
、
議
会
外
の
活
動
や
健
筆
に
よ
っ
て
名
を
あ
げ
、
有
力
政
治
家
か
ら
引
き
立
て
ら
れ
て
、
役
職
を
得
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
当

時
の
支
配
層
の
情
報
交
換
の
場
で
あ
り
、
人
物
の
一
許
価
が
決
定
さ
れ
る
政
界
サ
ロ
ン
や
貴
族
の
人
脈
の
中
に
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
至

難
で
あ
っ
た
。

ジ
ョ
ー
ジ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
も
、
外
交
担
当
の
国
務
次
官
、
海
軍
軍
需
相
、
外
相
を
つ
と
め
、
彼
の
演
説
や
政
治
子
腕
は
、
高

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
彼
で
さ
え
支
配
層
に
は
異
和
感
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

い
評
価
を
う
け
て
い
た
。

彼
は
、
母
に
あ
て
た
手
紙
に
政
界
サ
ロ
ン
で
孤
立
を
強
い
ら
れ
る
窮
状
を
、
次
の
よ
う
に
訴
え
て
い
る
。

な
か
な
か
御
理
解
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
。
私
は
、
ほ

と
ん
ど
会
話
を
か
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。
支
配
者
の
言
葉
を
、
そ
れ
を
話
せ
る
こ
と
が
良
い
こ
と
な
の
か
否
か
は
別
で
す
が
、
と

「
母
上
に
は
、
私
が
、

た
え
ず
び
く
び
く
し
て
い
る
他
所
者
で
あ
る
こ
と
を
、

も
か
く
話
せ
な
い
の
で
す
。
こ
の
守
一
口
梨
が
、
あ
や
つ
れ
な
い
た
め
に
、
私
は
尊
敬
さ
れ
る
人
物
で
あ
り
た
い
と
い
う
願
い
を
捨
て
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
す
。
」

そ
の
半
面
、

彼
の
日
は
庶
民
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。

チ
ャ
ー
ル
ズ
が
生
れ
た
一
八
一
一
一
年
に
は
、

ジ
ョ
ー
ジ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
新
興
都
市
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リ
パ
プ

1
ル
の
大
高
人
ジ
ョ
ン
・
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン

Q
o
rロ

c
r
r
gロ
?
後
の
首
相
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
の
父
)
ら
か
ら
強
い

要
請
を
受
け
、
そ
こ
に
選
挙
区
を
移
し
て
い
る
。
以
前
よ
り
彼
は
、
「
世
論
」
に
期
待
を
か
け
、
一
六
八
八
年
以
来
、
世
論
は
小
人
か
ら
巨
人

に
ま
で
成
長
を
と
げ
、
「
あ
ら
ゆ
る
政
治
指
導
者
の
行
動
や
言
論
を
監
視
し
、
支
配
し
、
統
制
す
る
に
至
っ
た
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
リ
パ
ブ

(
5
)
 

l
ル
に
お
い
て
、
彼
は
「
多
く
の
民
衆
と
直
接
に
接
触
し
、
歓
迎
さ
れ
る
」
こ
と
の
喜
び
を
味
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、

二
代
目
の
政
治
家
で
あ
る
息
子
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、

生
れ
な
が
ら
に
し
て
支
配
層
の
一
口
で
あ
っ
た
。

年
期
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
成
長
過
程
は
、
父
ジ
ョ
ー
ジ
が
晩
年
に
至
っ
て
よ
う
や
く
権
力
の
頂
点
を
極
め
て
い
く
過
程
に
他
な
ら
な
い
。

ー
ル
ズ
は
、

父
の
期
待
の
息
子
と
し
て
父
の
外
遊
や
重
要
な
政
治
家
と
の
交
際
に
度
々
付
き
添
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
父
が
あ
れ
ほ
ど
苦

，F

，v'
ノ

p

-

M
7
1
L
t
 
「
支
配
層
の
言
葉
」
を
白
然
に
身
に
つ
け
る
環
境
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
父
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
素
姓
の
知
れ
ぬ
旅
芸
人
の
息
子
で
あ
っ

た
た
め
に
、
政
界
の
厚
い
壁
に
直
面
し
、
妻
(
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
母
)
の
類
縁
を
た
よ
り
に
し
な
が
ら
、

ょ
う
ヤ
く
に
政
界
の
地
位
を
得
た
。

し
か
し
、
息
子
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
に
は
、

す
で
に
首
相
の
息
子
と
し
て
、

そ
の
交
友
や
類
縁
関
係
が
、
支
配
層
全
体
に
張
り
め
ぐ

ら
さ
れ
て
い
た
。

祖
父
が
死
ん
だ
時
、
父
ジ
ョ
ー
ジ
は
身
な
し
子
同
然
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
、
父
ジ
ョ
ー
ジ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
が
首
相
在

帝国主義の統治理性 (1)

任
中
に
死
去
し
た
時
、
一
四
歳
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
は
、
二
人
の
兄
が
夫
逝
し
て
い
た
た
め
、
喪
主
と
し
て
、
皇
族
に
後
見
さ
れ
な
が
ら
、
父
の

葬
ら
れ
る
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ

1
・
ア
ベ

l
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
が
、
後
に
イ

γ
ド
総
督
と
し
て
イ
ン
ド
大
反
乱
と
い
う
危
機
を
切
り
抜
け
る
こ
と
が
で
き
た
要
因
と
し
て
、

支
配
層
の
要
所
に
、
彼
を
無
条
件
に
支
持
す
る
人
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
軽
視
し
え
な
い
。

ま
ず
、
第
一
に
、
外
相
・
首
相
を
歴
任
し
た
父
ジ
ョ
ー
ジ
と
、
父
の
従
弟
で
あ
る
外
交
官
ス
ト
ラ
ト
フ
ォ
ー
ド
・
キ
ャ
ニ
ン
グ

(ω
耳
目

H
F
E

測
り
知
れ
な
い
。

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、
彼
の
最
大
の
盟

。s己
ロ
m
子
)
と
の
二
人
が
っ
く
り
あ
げ
た
人
脈
と
名
声
の
遺
産
は
、

彼
の
イ
ン
ド
政
策
の
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
代
弁
者
の
役
割
を
は
た
し
た
グ
レ
ン
ヴ
ィ
ル

(
C
m
oぷ
町
四

F
2
1
2
cロ
目
。
。
当
214
同

y
m
N
ロ門同

友
で
、

幼
チ
ャ
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日見

何
回
同
日
え
の

E
ロ
4
5
m
)
と
幼
年
時
代
か
ら
貴
族
院
入
り
す
る
ま
で
、

ほ
と
ん
ど
同
じ
キ
ャ
リ
ア
を
歩
ん
だ
が
、

キ
ャ
ニ
ン
グ
家
と
グ
レ
ン
ヴ

父
ジ
ョ
ー
ジ
の
世
代
に
築
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

キ
ャ
ニ
ン
グ
の
イ
ン
ド
総
督
時
代
に
、

ま
た
、

~/::，.. 

nllIJ 

ィ
ル
家
と
の
親
交
と
盟
友
関
係
は
、

彼
の
最
も
重
要
な
部
下
で
あ
っ
た
フ
リ
ア
(
回
白
円
色
町
明

H
2巾
)
は
、
父
ジ
ョ
ー
ジ
の
イ

l
ト
ン
校
時
代
か
ら
の
友
人
の
甥
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、
こ
の
キ
ャ
ニ
ン
グ
家
の
後
継
者
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
八
五
一
年
に
保
守
党
の

3

V

イ

ト

キ
ャ
ニ
ン
グ
に
外
相
に
就
任
す
る
よ
う
に
交
渉
し
、
ピ
ー
パ
党
に
属
す

ス
タ
ン
レ

l

一
四
代
タ

l
ビ
l
伯
爵
)
は
、

組
閣
を
試
み
た
際
に
、

る
キ
ャ
ニ
ン
グ
か
ら
拒
絶
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
ス
タ
ン
レ

l
は、

(
6
)
 

ン
グ
の
い
ず
れ
か
を
想
定
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ス
タ
ン
レ
ー
が
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
能
力
を
評
価
し
て
い
た
点
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

キ
ャ
ニ
ン
グ
家
の
名
声
と
人
脈
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

妻
と
そ
の
類
縁
の
役
割
も
父
と
子
で
対
照
的
で
あ
る
。
ミ
ド
ル
・
ク
ラ
ス
出
身
者
が
政
界
で
身
を
立
て
る
に
は
、

外
相
候
補
と
し
て
、

チ
ャ
ー
ル
ズ
か
ス
ト
ラ
ト
フ
ォ
ー
ド
・
キ
ャ

第
二
に
、

結
婚
は
支
配

妻
の
類

層
に
接
近
す
る
貴
重
な
足
掛
り
で
あ
っ
た
。

政
治
資
金
の
重
要
な
一
部
を
妻
の
持
参
金
に
求
め
、

父
ジ
ョ
ー
ジ
・
キ
ヤ
ニ
ン
グ
は
、

縁
に
助
け
ら
れ
て
官
職
を
得
て
、
政
治
家
と
し
て
拾
頭
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
は
、
政
治
家
と
し
て
出
発
す
る
路
に
は
、
そ

の
よ
う
な
引
き
立
て
に
依
存
し
て
い
な
い
。
彼
は
、
父
と
同
じ
二
四
歳
で
衆
議
院
に
議
席
を
得
る
が
、
そ
れ
は
ピ

l
ル
(
問
。

-5・一司
2
3
の

側
か
ら
キ
ャ
ニ
ン
グ
に
政
界
入
り
を
要
請
さ
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
衆
議
院
入
り
し
て
一
年
後
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
母
の
死
に
よ
っ

チ
ャ
ー
ル
ズ
の
妻
は
、
長
く
駐
仏
大
使
を
つ
と
め
た
ス
チ
ュ
ア

l
ト

て
母
の
爵
位
を
継
承
し
、

は
や
く
も
貴
族
院
に
移
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(の

r
R
-
2
ω
Z員
仲
)
の
娘
シ
ャ

l
ロ
ッ
ト
(
の

Z
ユ
三
丹
市
∞
Z
R乙
で
あ
っ
た
。

ス
チ
ュ
ア

l
ト
家
の
人
々
に
は
、
政
界
人
は
存
在
し
な
か
っ

か
つ
て
ヴ
ィ
グ
ト
リ
ア
女
王
の
侍
従
女
官

P
E可
え
∞
色
nr目
S
F同
)
を
つ
と
め
た
こ
と
は
、
後
に

(
9
)
 

キ
ャ
ニ
ン
グ
に
微
妙
に
影
響
し
た
と
思
わ
れ
る
。

第
三
に
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
が
、
イ

1
ト
ン
校
と
ク
ラ
イ
ス
ト
・
チ
ャ
ー
チ
と
い
う
父
と
同
様
の
教
育
過
程
で
、
形
成
し
た
交
友
関

F

d

A

Y

、品、

中
れ
品

μ

た
だ
し
妻
シ
ャ

l
ロ
ッ
ト
が
、
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係
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
政
治
家
へ
の
登
龍
門
1
1
|
ク
ラ
イ
ス
ト
・
チ
ャ
ー
チ
は
、
一
九
世
紀
に
九
人
の
首
相
を
出
し
て
い
る

l
i

と
も
い
え
る
エ
リ
ー
ト
コ

i
ス
に
お
い
て
、
父
ジ
ョ
ー
ジ
が
経
験
し
た
の
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
孤
立
感
で
あ
っ
た
。
彼
の
、
学
生
時
代

の
交
友
関
係
は
、
広
い
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
支
配
層
か
ら
の
差
別
感
に
反
発
を
持
ち
続
け
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
に
と
っ

て
、
こ
の
教
育
環
境
は
自
然
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
こ
に
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
同
世
代

に
、
一
九
世
紀
中
葉
の
英
国
の
支
配
層
を
形
成
す
る
一
群
の
若
者
た
ち
が
結
集
し
て
い
た
。
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
(
者

E
E
g

o-同
仏
三
。
ロ
巾
)
、
グ
レ
ン
ヴ
ィ
ル
、
ベ
ラ
ム
・
ク
リ
ン
ト
ン
(
出
向
口
同
可
匂
巳
『
同
B
a〔
v
-
E
Z
P
岳
町
宮
町
同
)
z
-
8
1
2何
者
円
何
回
目
己
目
)
、
カ
ー
ド
ウ
ェ
ル

(
開
門
吉
阻
止
の
阻
止
名
目
=
)
、
ハ

i
パ

l
ト

(ωE5U1
出

2
Z
2
)
ら
と
ク
ラ
イ
ス
ト
・
チ
ャ
ー
チ
で
生
活
を
共
に
し
た
。
さ
ら
に
、
特
筆
す
べ
き
こ

と
は
ク
ラ
イ
ス
ト
・
チ
ャ
ー
チ
に
お
け
る
三
名
の
同
窓
生
、

ダ
ル
フ

l
ジ

l
(
T
5
2
〉
ロ
門
町
。
者
∞
円
。
ロ

P
F巾
H
S
F
何
回
ユ
え
り
と
r
c出回目白)、

キ
ャ
ニ
ン
グ
、

エ
ル
ギ
ン
(
】
白

B
g
∞
2
2
L
r出∞
F
M
W同
ユ
丘
巴
m

札
口
)
が
一
八
四
七
年
以
来
一
六
年
間
、
三
代
連
続
し
て
、

イ
ン
ド
総
督

キ
ャ
ニ
ン
グ
、
が
総
督
に
就
任
し
た
時
、

(。。

2
5
2
0同
冨
邑
E
由
)
で
あ
っ
た
ハ
リ
ス
(
の

g
括
和
明
・
岡
山
・
出
向
ユ
凹
)
も
、

あ
っ
た
。

の
地
位
を
独
占
し
た
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

イ
γ
ド
統
治
の
第
三
の
地
位
で
あ
る
マ
ド
ヲ
ス
総
督

彼
と
ク
ラ
イ
ス
ト
・
チ
ャ
ー
チ
で
顔
見
知
り
の
間
柄
で

帝国主義の統治理性 (1)

こ
れ
ら
の
若
い
エ
リ
ー
ト
の
多
く
は
、

一
八
三
二
年
の
選
挙
法
改
正
後
の
衆
議
院
に
議
席
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
家
と
し
て
ス
タ

ー
卜
し
た
。
そ
し
て
穀
物
法
を
め
ぐ
る
論
議
で
は
ピ

l
ル
を
支
持
し
、
相
前
後
し
な
が
ら
政
府
の
官
職
に
つ
い
て
手
腕
を
競
っ
て
い
っ
た
。

彼
ら
は
一
九
世
紀
前
半
の

「
改
革
の
時
代
」

の
申
し
子
で
あ
っ
て
変
革
に
大
き
な
抵
抗
感
を
持
た
な
か
っ
た
が
、
同
時
に
、
大
英
帝
国
の
統

治
者
で
あ
る
べ
く
育
て
ら
れ
た
。

一
九
世
紀
を
通
じ
て
、
大
英
帝
国
は
一
貫
し
て
海
外
植
民
地
を
拡
大
し
続
け
た
た
め
、
世
界
に
広
が
る
権

力
に
ふ
さ
わ
し
い
有
能
な
統
治
者
を
必
要
と
し
て
い
た
。
と
く
に
、

一
九
世
紀
の
中
葉
ま
で
は
、
輸
送
・
通
信
手
段
が
著
し
く
限
定
さ
れ
て

い
た
た
め
に
、
海
外
の
任
地
に
お
い
て
責
任
あ
る
決
断
を
下
す
自
立
的
支
配
者
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
こ
の
新
興
世
代
の
中
で
、
野
心
と
情

北法36(1-2・295)295



tB~ 

熱
を
持
っ
た
人
々
は
、
進
ん
で
こ
の
植
民
統
治
者
の
任
務
を
選
ん
だ
が
、
そ
の
中
で
も
最
も
重
要
な
官
職
が
、

イ
ン
ド
総
督
で
あ
っ
た
。

;':1主ゐ
日11M

こ
の
よ
う
に
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、
父
の
政
治
的
遺
産
と
母
の
貴
族
的
資
産
を
継
承
し
た
二
代
目
の
政
治
家
と
し
て
、
支
配
層

彼
の
父
ジ
ョ
ー
ジ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
支
配
層
や
民
衆

の
価
値
意
識
や
行
動
規
範
を
内
面
化
さ
せ
て
い
っ
た
。

に
対
す
る
意
識
と
、
鋭
い
対
照
を
示
し
て
い
る
。

彼
の
支
配
層
と
の
一
体
感
は
、貴

族
と
ジ
エ
ン
ト
リ
ー
の
政
治
的
な
特
権
に
対
す
る
挑

戦
の
姿
勢
が
、
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。
と
く
に
、
彼
が
庶
民
で
あ
る
こ
と
の
人
的
な
象
徴
で
あ
っ
た
母
に
対
す
る
手
紙
の
中
で
、
彼
は
、
し

(
刊
)

ば
し
ば
、
支
配
層
の
無
能
を
酬
明
り
、
貴
族
の
儀
礼
に
皮
肉
を
と
ば
し
、
そ
の
差
別
的
な
意
識
に
対
し
て
怒
り
を
爆
発
さ
せ
て
い
る
。
彼
は
、

ジ
ョ
ー
ジ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
中
に
は
、

政
治
的
に
成
功
し
た
晩
年
に
至
る
ま
で
、

自
分
自
身
の
能
力
に
自
信
を
持
つ
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
を
行
動
に
顕
わ
し
、

ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
カ

i
ス
ル
レ
イ

(問。

v
m
z

∞HA凶
A
F
〈
白
同
仲

へ
の
対
抗
意
識
を
過
剰
な
ま
で
に
表
現
し
、
他
の
政
敵
に
対
し
て
も
常
識
を
こ
え
た
攻
撃
を
行
う
こ
と
さ
え
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
行
動
は
、
敵
を
つ
く
り
、
彼
自
身
の
政
治
的
な
成
功
を
さ
ま
た
げ
る
一
つ
の
要
因
と
な
っ
た
。
そ
の
半
面
で
、
彼
は

。
回
目
己
巾
史
山
由

mr)

ま
た
、

民
衆
へ
の
共
感
を
抱
き
続
け
、
逆
境
に
あ
る
人
や
不
遇
の
人
を
親
身
に
な
っ
て
世
話
を
し
た
。
そ
し
て
、
衆
議
院
の
人
間
で
あ
る
こ
と
に
政

治
家
と
し
て
の
意
義
を
感
じ
、
議
院
の
外
の
民
衆
の
要
求
に
鋭
敏
で
、
彼
の
選
挙
区
の
選
挙
権
を
持
た
な
い
民
衆
と
接
す
る
こ
と
を
楽
し
ん

だ
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
は
、
イ
ン
ド
統
制
委
員
長
、
外
相
、
首
相
な
ど
を
歴
任
し
た
が
、
そ
の
仕
事
ぶ
り
は
、
効
率
的
な
統
治
に
熱
中
す

る
と
い
う
よ
り
は
、
人
間
関
係
の
駆
引
や
大
局
的
な
判
断
に
重
点
を
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
点
を
考
え
る
な
ら
ば
、
デ
ィ
ス

彼
を
円
分
の
政
治
経
歴
の
先
駆

レ
イ
リ
ー
が
ジ
ョ
ー
ジ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
を
情
熱
に
湧
れ
た
民
衆
出
身
の
議
会
政
治
家
と
し
て
高
く
評
価
し
、

者
と
み
な
し
て
い
る
点
は
、
恕
併
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
彼
は
、
息
子
チ
ャ
ー
ル
ズ
に
ミ
ド
ル
・
グ
ラ
ス
の
価
値
観
を
継
承
さ
せ
る
よ
り
は
、

古
族
的
な
支
配
属
の
倫
理
観

む
し
ろ
、

に
も
と
e
つ
い
て
養
育
し
た
。

支
配
層
対
一
半
民
と
い
う
対
立
軸
か
ら
政
治
を
判
断
し
て
い
た

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ャ
ユ
ン
グ
は
、

父
と
異
な
り
、

北法36(1-2・296)296



と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
彼
は
、
支
配
層
の
慣
習
に
異
和
感
を
抱
か
ず
、
例
え
ば
、

副
王
(
〈
F
B
H
O
U
H
)

に
就
任
し
て
、

一
八
五
八
年
の

「
女
王
宣
言
」

に
よ
っ
て
初
代
の
イ
ン
ド

イ
ン
ド
支
配
に
数
々
の
王
戟
的
と
も
い
え
る
よ
う
な
制
度
や
儀
礼
を
導
入
し
て
ゆ
く
が
、
彼
は
、
そ
れ
に

何
の
た
め
ら
い
も
屈
折
し
た
心
情
も
示
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
彼
は
、
支
配
層
の
中
で
民
衆
か
ら
隔
離
さ
れ
て
育
て
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
衆

議
院
議
員
と
し
て
も
一
回
の
み
の
選
挙
を
経
験
し
た
に
す
、
ぎ
ず
、
民
衆
の
生
活
に
直
接
ふ
れ
る
機
会
は
、
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ

の
た
め
彼
は
世
論
の
動
向
に
は
超
然
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
貴
族
院
で
は
、
有
力
な
討
論
者
の
一
人
で
は
あ
っ
た
が
、
人
々
の
記
憶
に
残
る

ま
た
、
平
民
出
身
の
部
下
た
ち
の
人
心
を
収
覧
す
る
能
力
を
発
揮
し
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
そ
の
点
で
、
彼
は

よ
う
な
名
演
説
は
な
い
。

民
衆
政
治
家
に
必
要
な
資
質
を
持
つ
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
彼
は
、

お
ど
ろ
く
べ
き
多
様
な
問
題
に
対
し
て
的
確
に
そ
の

核
心
を
つ
か
み
、
目
配
り
の
き
い
た
冷
静
な
判
断
力
を
示
し
、
組
織
を
動
か
し
て
い
く
能
力
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
。

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、
政
治
家
と
し
て
順
調
な
道
を
歩
み
は
じ
め
た
。
一
八
四

0
年
代
前
半
に
は
、
ピ

l
ル
の
指
導
下
で
外
務
次

官
、
森
林
庁
長
官
、
枢
密
顧
問
官
を
歴
任
し
た
。
そ
し
て
、
ピ

l
ル
の
死
後
も
ピ

l
ル
党
の
立
場
を
貫
き
、
保
守
党
か
ら
外
相
候
補
に
擬
せ

ら
れ
な
が
ら
、

一
八
五
二
年
の
パ

l

マ
ス
ト
ン
内
閣
で
郵
政
庁
長
官
(
可

g昨
日
出
回
仲
間
円
。

2
5
5
3
を
つ
と
め
、

A
L
L
a

、

二
ノ
ヱ
i
J
ノ

就
任
を
拒
否
し
、

(1) 

年
に
イ
ン
ド
総
督
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

帝国主義の統治理性

(

1

)

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ヤ
ニ
ン
グ
の
略
歴
に
つ
い
て
は
主
と
し
て

ζω
乙岱問。
p
o司
・
己
?
を
、
ン
ョ

l
ジ
・
キ
ヤ
ニ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
、
出
宮
牛
0
・

巧
S
L可
wcgah町
内
日
ミ
ミ
誌
や

(
F
O
E
S
(
U
G
]
E
E
L
S
3・
を
参
照
し
た
Q

ジ
ョ
ー
ジ
・
キ
ヤ
ニ
ン
グ
は
、
二
男
(
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
一

C
以
上
の
兄
)
令
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ピ
ッ
ト
・
キ
ヤ
ニ

γ
y
と
名
付
げ
て
い
る
。

国
E
L
9
0
}
y
n
-
f
H
Y
Aお
0
・

思
え
-
w
M
)

・
怠
叫
・
に
引
用
。

(

2

)

 

(

3

)

 

(

4

)
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説

(

5

)

』

1
F
N

九-
w
同

Y
N
A
凶
凶
一
・
に
引
用
。
な
お
、
当
時
の
リ
バ
プ
ー
ル
の
人
口
は
約
一

O
万
人
で
、
有
権
者
は
数
千
で
あ
り
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
キ
ヤ
ニ
ン
グ
の
得
票
数
は
一

六
三
一
票
で
あ
っ
た
。

〈

6
)
Y
E
n
-白
m
o
p
-℃・口一

r-u匂・]広
1
5・

(

7

)

ジ
ョ
ー
ジ
・
キ
ヤ
ニ
ン
グ
に
と
っ
て
姿
の
類
縁
は
、
彼
の
政
治
的
経
歴
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
人
々
を
含
ん
で
い
る
。
ま
ず
、
姿
の
姉
は
、
小
ピ
ッ
ト
の

盟
友
で
そ
の
死
後
内
閣
を
継
承
し
た
ポ

l
ト
一
フ
ン
ド
(
巧
三
日
曲
目
。

2
2去
各
国

g
同即日
r・
F
O
町内出

u
z
r
o
c同
】

V
R
F
S
L
)
の
息
子
に
嫁
し
て
い
た
。

ま
た
、
妻
は
、
小
ピ
ッ
ト
の
有
能
な
補
佐
役
で
あ
っ
た
M

ア
ン
ダ
ス
(
出
m
ロ
ミ
ロ
ロ
ロ
仏

5)
の
姪
で
あ
っ
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
キ
ヤ
エ
ン
グ
が
小
ピ
ッ

i
の
も
と
で

拾
頭
し
て
い
く
際
、
彼
を
引
き
立
て
た
の
は
タ
ン
ダ
ス
で
あ
り
、
彼
が
段
初
に
外
相
に
な
る
の
は
ポ

l
ト
ラ
ン
ド
内
閣
で
あ
る
。

(

8

)

宮
田
口
『
問
。

p
o℃
-nr-w
宅
-
u
l
H
0
・

〈

9
)

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
期
に
お
け
る
女
王
の
立
向
は
、
首
相
・
外
相
な
ど
重
要
な
人
事
や
外
交
政
策
・
帝
国
政
策
に
つ
い
て
、
無
視
し
え
な
い
-
要
因
と
な
っ
て
い

る
。
一
突
が
女
王
の
侍
従
女
官
で
あ
り
、
親
友
グ
レ
ン
ヴ
ィ
ル
が
女
王
の
溜
毘
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ヤ
ニ
シ
グ
に
と
っ
て
有
利
で
あ
っ
た
。

(
叩
)
ジ
ョ
ー
ジ
・
キ
ャ
ニ
ソ
グ
の
母
が
地
方
巡
り
の
芸
人
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
彼
が
首
相
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
出
宮
ι♂
。
℃
・

口
-
-
7

・]
Y
A
H
A
H

∞'

(口
)
H
F
N・九
-
w

問
者
・
凶
器

is-
お
や
お
u

お
0
・

ι
2・

5命

二
節

館山山一一一一ロ

7
tト
，

a
q
t

の

統

治

i
ー

ー

カ

ル

カ

ッ

タ

・

戦

場

・

ロ

シ

ド

ジ

|

|

「
恐
り
の
中
で
行
動
す
べ
か
ら
ず
。
」

熟
慮
と
賢
明
さ
を
命
じ
た
父
ジ
ョ
ー
ジ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
こ
の
訓
戒
は
、

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
統
治
者
と
し
て
の
資
質
を
最
も

よ
く
表
現
し
て
お
り
、
大
反
乱
に
対
処
し
た
キ
ャ
ニ
ン
グ
総
督
の
第
一
の
行
動
原
理
と
な
っ
た
。

キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、
大
反
乱
の
発
生
を
、
ま
る
で
予
期
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
平
静
に
受
け
と
め
た
。
そ
し
て
、
反
乱
の
報
に
よ
り
カ
ル
カ
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ッ
タ
の
人
々
が
パ
ニ
ッ
ク
に
落
ち
入
っ
て
い
る
最
中
に
、
あ
え
て
反
乱
発
生
以
前
と
同
じ
よ
う
に
振
舞
い
続
け
た
。
総
督
の
衛
兵
を
イ
ン
ド

人
か
ら
英
国
人
に
変
え
る
べ
き
だ
、
と
い
う
部
下
の
進
言
を
退
け
、
キ
ャ
ニ

γ
グ
夫
人
の
馬
車
に
よ
る
カ
ル
カ
ヅ
タ
郊
外
へ
の
散
歩
も
、
従

来
と
か
わ
る
こ
と
な
く
続
け
さ
せ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
誕
生
日
を
祝
う
総
督
主
催
の
舞
踏
会
を
、
予
定
通
り
実
施

さ
せ
さ
え
し
た
の
で
ふ
れ
心
。
こ
の
冷
静
さ
の
演
技
は
、
悠
長
な
態
度
と
受
取
ら
れ
、
カ
ル
カ
ッ
タ
首
都
圏
ま
で
反
乱
が
拡
大
す
る
こ
と
に
お

び
え
た
イ
ン
ド
在
住
英
国
人
た
ち
の
間
に
、
総
督
は
事
態
を
深
刻
に
受
け
と
め
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
不
満
を
呼
び
お
こ
し

た
。
カ
ル
カ
ッ
タ
の
欧
人
居
住
地
区
に
は
、
反
乱
軍
の
襲
来
に
関
す
る
流
言
蛮
語
が
飛
び
か
い
、
武
装
自
警
団
が
組
織
さ
れ
た
。
彼
ら
は
、

敵
の
幻
影
に
お
び
え
、

一
夜
に
し
て
カ
ル
カ
ッ
タ
の
街
路
に
バ
リ
ケ
ー
ド
を
築
上
げ
る
、
と
い
う
動
転
ぶ
り
を
示
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ

(1) 

う
な
英
国
人
の
動
揺
と
緊
張
と
は
、
カ
ル
カ
ッ
タ
の
ベ
ン
ガ
ル
人
に
感
染
し
た
。
多
く
の
ベ
ン
ガ
ル
人
は
請
疑
の
目
で
英
国
人
の
挙
動
を
注

視
し
、
英
国
人
が
や
が
て
無
差
別
な
復
讐
を
行
う
の
で
は
な
い
か
、
と
警
戒
し
て
い
た
。
増
援
の
た
め
に
英
国
の
軍
艦
が
カ
ル
カ
ッ
タ
沖
に

到
着
し
、
礼
砲
を
放
っ
た
時
、
港
の
ベ
ン
ガ
ル
人
た
ち
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
側
が
報
復
の
た
め
に
都
市
攻
撃
を
は
じ
め
た
も
の
と
誤
解
し
て
、

次
々
と
海
に
と
び
こ
み
逃
げ
ま
ど
っ
た
と
い
う
事
件
は
、
ベ
ン
ガ
ル
人
の
側
の
恐
怖
心
を
物
語
る
。
カ
ル
カ
ッ
タ
在
住
の
英
国
人
た
ち
が
、

前
後
を
失
っ
て
動
揺
し
、
老
婦
人
た
ち
ま
で
が
剣
を
腰
に
差
し
て
街
を
出
歩
く
と
い
う
異
常
な
警
戒
心
を
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ

ア
女
王
に
宛
て
て
次
の
様
に
報
告
し
て
い
る
。

帝国主義の統治理性

「
立
派
な
模
範
を
示
す
べ
き
多
く
の
人
々
の
間
で
す
ら
、
理
性
を
欠
い
て
、
相
手
を
選
ば
ず
復
讐
し
よ
う
、
と
い
う
考
え
が
ひ
ろ
ま
っ
て

お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
有
様
は
、
同
朋
と
し
て
蓋
恥
の
念
を
禁
じ
え
ま
せ
ん
γ
」

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
が
統
治
の
た
め
に
必
要
な
冷
静
な
政
治
的
配
慮
を
イ
ン
ド
在
住
の
英
国
人
に
対
し
て
要
求
し

し
か
も
彼
ら
を
支
配
者
と
み
な
し
、
彼
ら
に
治
者
の
倫
理
感
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
観
点
か
ら
批
判
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
さ
ら

て
お
り
、

に
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、

ロ
ン
ド
ン
の
東
イ
ン
ド
会
社
統
制
委
員
長
ヴ
ァ

l

ノ
ン
・
ス
ミ
ス
(
問
。

F
2
〈

2
口。ロ

ω
B三
回
)
に
あ
て
た
手
紙
の
中
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説

で
、
「
イ
ン
ド
在
住
英
国
人
が
恐
怖
に
動
転
し
人
種
的
復
讐
心
に
燃
え
る
こ
と
は
、
広
い
国
家
的
見
地
か
ら
見
て
、
敵
を
つ
く
る
行
為
に
他
な

(
5
)
 

ら
ず
、
:
:
:
単
に
恥
ず
べ
き
ば
か
り
で
な
く
、
災
を
も
た
ら
す
」
と
非
難
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
恥
ず
べ
き
な
の
は
、
な
に
よ
り
ま
ず
「
統

治
者
」
の
動
揺
で
あ
っ
た
。

論

「
セ
ポ
イ
達
を
き
ら
う
事
で
は
英
国
人
に
劣
ら
な
い
現
地
人
商
人
や
欧
人
民
間
人
の
方
が
常
識
と
平
静
さ
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
政
府
の
役
人
や
高
官
た
ち
が
お
じ
け
づ
い
て
右
往
左
往
し
、
恐
怖
心
に
か
り
た
て
ら
れ
、
そ
れ
に
皆
が
付
和
雷
同
し
て
い
る
J

彼
の
論
理
を
要
約
す
れ
ば
、
統
治
者
の
動
揺
は
異
民
族
支
配
の
崩
壊
を
、
自
ら
招
き
ょ
せ
る
行
動
に
他
な
ら
な
い
。
実
際
、
文
国
人
の
不

一
回
の
混
乱
を
引
き
お
こ
し
て
い
る
。
し
か
も
、
反
乱
鎮
町
に
兵
力
を
集

安
感
は
、
す
で
に
カ
ル
カ
ッ
タ
の
ベ
ン
ガ
ル
入
社
会
に
感
染
し
、

中
し
た
た
め
カ
ル
カ
ッ
タ
の
治
安
に
ま
わ
せ
る
よ
う
な
軍
隊
の
余
力
は
全
く
存
在
し
な
い
。
と
す
れ
ば
、
北
イ
ン
ド
の
反
乱
発
生
地
域
か
ら

か
な
り
距
離
が
あ
る
カ
ル
カ
ッ
タ
で
、
統
治
者
で
あ
る
英
国
人
が
行
う
べ
き
こ
と
は
、
警
鐘
を
な
ら
し
て
、
危
機
感
を
徒
ら
に
あ
お
り
た
て

る
こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
英
国
人
は
、
カ
ル
カ
ッ
タ
で
は
、
全
く
平
常
通
り
に
行
動
し
て
、
英
国
の
統
治
は
揺
ぎ
な
い
と

い
う
印
象
を
、
ベ
ン
ガ
ル
人
に
あ
た
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、
他
の

英
国
人
た
ち
に
統
治
者
と
し
て

「
賢
明
で
あ
れ
」
と
繰
り
返
し
説
い
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
長
期
的
に
見
て
も
「
こ
の
巨
大
な
イ
ン
ド
で
、
英

国
人
が
こ
こ
数
世
代
の
う
ち
に
一
握
り
以
上
の
存
在
に
な
る
可
能
性
は
皆
無
」
な
の
で
あ
る
以
上
、
「
(
在
印
の
)
英
国
人
と
そ
の
支
配
属

が
、
イ
ン
ド
人
の
全
階
層
に
不
信
感
を
持
っ
て
、
彼
ら
に
汚
名
を
着
せ
、
排
斥
す
る
よ
う
な
措
置
を
と
れ
ば
、
英
国
は
全
く
無
力
に
な
る
」

こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
英
国
に
よ
る
イ
ン
ド
統
治
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
を
避
け
る
た
め
」

(
7
)
 

に
は
、
「
賢
明
で
あ
る
こ
と
」
が
唯
一
の
選
択
肢
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、

「
賢
明
」

で
あ
る
と
は
、
短
期
的
に
は
、

ま
ず
、
な
に
よ
り
も
反
撃
へ
の
拠
点
と
し
て
、
首
都
カ
ル
カ
ッ
タ
と
そ
の
周
辺
に
、
反
乱
や
動

揺
が
波
及
す
る
の
を
食
い
止
め
る
こ
と
を
意
味
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
次
に
、
ベ
ン
ガ
ル
首
都
圏
の
イ
ン
ド
人
た
ち
か
ら
支
持
を
調
達
す
る
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こ
と
が
必
要
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
海
路
カ
ル
カ
ッ
タ
に
到
着
す
る
増
援
部
隊
を
、
反
乱
地
域
で
あ
る
北
イ
ン
ド
内
陸
部
に
送
り
込
む
た
め

に
も
、
ま
た
、
反
乱
地
域
に
展
開
し
た
英
国
寧
に
通
信
し
補
給
す
る
た
め
に
も
、
広
大
な
ベ
ン
ガ
ル
・
ピ
ハ

l
ル
の
空
間
を
通
過
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
反
乱
の
平
定
の
た
め
に
は
、
通
過
地
域
の
住
民
が
敵
対
的
に
な
ら
な
い
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
さ

ら
に
重
要
な
こ
と
に
、
反
乱
鎮
圧
の
た
め
の
経
済
的
基
盤
は
、
こ
の
ベ
ン
ガ
ル
首
都
圏
の
徴
税
能
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、

反
乱
の
発
生
直
後
、
彼
の
周
辺
が
イ
ン
ド
人
一
般
に
対
す
る
敵
偏
心
に
覆
わ
れ
て
い
る
時
、
ま
ず
、
平
定
計
画
の
た
め
の
財
政
的
な
計
算
を

行
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
ベ
ン
ガ
ル
一
帯
の
地
主
・
有
力
者
・
商
人
の
支
払
う
税
金
こ
そ
が
「
ベ
ン
ガ
ル
首
都
圏
の
繁
栄
と
平
和
の
最
も

ひ
い
て
は
、
英
国
統
治
が
永
続
し
う
る
か
否
か
の
鍵
を
握
る
存
在
で
あ
っ
た
」
と
判
断
し
た
。
し
か
も
、
キ
ャ
ニ
ン
グ

重
要
な
要
で
あ
り
、

は

、

彼

ら

は

英

国

の

統

治

の

受

益

層

で

あ

る

こ

と

を

見

抜

い

て

い

た

。

「

現

地

人

た

ち

の

友

愛

と

は

と

て

も

い

(
叩
)

え
な
い
ま
で
も
、
好
意
的
な
態
度
と
、
彼
ら
が
良
く
理
解
し
て
い
る
彼
ら
自
身
の
利
益
」
と
に
か
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
現
地
人
た
ち
か
ら
反
感
を
買
っ
た
り
、
彼
ら
を
敵
に
ま
わ
し
た
り
す
る
行
動
は
是
非
と
も
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
英
国
の
統
治
は
、

し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
冷
静
さ
は
例
外
で
あ
っ
た
。
英
国
人
の
興
奮
と
憤
怒
は
、
戦
闘
の
現
場
で
は
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
統
制
を
こ
え
、
英
国

帝国主義の統治理性 (1)

の
本
国
に
お
い
て
も
国
民
的
な
聖
戦
意
識
に
ま
で
高
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
。
特
に
、
ガ
ン
ジ
ス
中
流
域
の
英
国
側
の
拠
点
カ
ウ
ン
プ

l
ル

(の

2
己
宮
同
町
)
で
、
英
国
軍
が
全
滅
し
、
英
人
子
女
が
虐
殺
さ
れ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
伝
え
ら
れ
る
や
、
英
国
入
社
会
に
は
イ
ン
ド
人
に

は
、
英
国
人
の
復
讐
の
叫
び

の
み
な
ら
ず
「
残
酷
」
「
野
蛮
」

の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
く
ら
れ
、

「
裏
切
り
者
」

「
カ
ウ
ン
プ
!
ル
1
・」

対
し
て
、

声
と
な
っ
た
。
英
国
側
が
、
孤
立
し
て
包
囲
さ
れ
、

兵
は
、
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

八
九
日
間
の
箆
城
戦
が
続
い
た
ラ
ク
ノ

l
p
E
r
g
-
攻
防
戦
に
参
加
し
た
一
志
願

「
私
は
し
ば
し
ば
復
讐
を
考
え
る
こ
と
が
正
し
い
か
否
か
に
つ
い
て
考
え
る
。

と
説
か
れ
る
。

神
は
『
讐
仇
は
我
に
あ
り
、

汝
に
再
び
返
報
が
あ
ろ
う
』

私
は
自
分
の
意
識
を
安
め
る
た
め
に
、

私
も
神
の
一
個
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
み
た
。

い
や
、

絶
対
に
だ
め
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説

だ
。
:
:
:
も
し
、
私
に
権
力
が
あ
れ
ば
、
私
は
決
し
て
反
乱
者
の
罪
を
許
さ
な
い
。
そ
れ
が
た
と
え
五

O
年
か
か
ろ
う
と
も
、
前
払
は
捕
え
た

セ
ポ
イ
を
す
べ
て
絞
首
刑
に
し
て
や
り
た
い
。
英
国
は
、
そ
の
娘
た
ち
に
加
え
ら
れ
た
侮
辱
と
野
蛮
を
決
し
て
許
す
こ
と
が
な
い
の
だ
、
と

い
う
こ
と
を
イ
ン
ド
人
に
思
い
知
ら
せ
て
や
り
た
い
の
だ
。
」

ゴぷ弘、
民間

こ
の
ラ
ク
ノ

l
攻
防
戦
の
動
向
は
、
全
英
国
圏
の
関
心
の
焦
点
と
な
り
、
英
本
国
の
村
々
の
教
会
で
は
、
次
々
と
孤
立
し
た
英
国
人
の
救

出
を
願
う
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
た
。

カ
ル
カ
ッ
タ
に
お
い
て
三

O
年
問
、
布
教
と
啓
蒙
の
活
動
を
続
け
て
き
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
宣
教
師
ダ

フ
(
〉

-
2
8仏
2

0口
問
)
は
、
こ
の
大
反
乱
を
神
が
英
国
人
に
下
し
た
試
煉
と
意
味
付
け
た
。

つ
ま
り
、
神
が
イ
ン
ド
を
英
国
の
手
に
下
し

た
「
誓
約
の
偉
大
な
目
的
、
即
ち
、
魔
王
の
帝
国
の
滅
亡
を
、
英
国
人
に
は
っ
き
り
感
得
さ
せ
る
た
め
の
」
神
の
御
心
の
あ
ら
わ
れ
な
の
で

あ
る
と
。

反
乱
鎮
圧
の
た
め
の
英
国
人
の
部
隊
は
、
復
讐
心
に
燃
え
て
、
ガ
ン
ジ
ス
流
域
を
疾
走
し
た
。
村
全
体
が
焼
き
は
ら
わ
れ
、
仕
民
の
す
べ

デ
ピ

μ
ズ
・
ウ
イ
y
ド

て
が
絞
首
さ
れ
る
よ
う
な
、
仮
借
な
い
殺
裁
も
生
じ
た
。
「
悪
魔
の
嵐
」
と
し
て
イ
ン
ド
人
か
ら
形
容
さ
れ
た
よ
う
な
迅
速
な
行
軍
が
、

血
を
伴
い
な
が
ら
強
行
さ
れ
た
。
こ
の
英
国
人
の
憤
怒
は
、
そ
れ
ま
で
数
多
く
の
イ
ン
ド
で
の
征
服
戦
争
に
立
会
っ
た
前
線
指
拝
官
の
自
に

も

前
例
の
な
い
異
様
な
も
の
に
映
っ
て
い
た
。

パ
ン
ジ
て
フ
方
面
の
反
乱
鎮
庄
の
総
責
任
者
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
レ
ン
ス
(
】
。

rロ

戸
田
名

H
m
D
n
m
)

は、

て
い
る
。

イ
ン
ド
征
服
に
数
々
の
武
勲
を
立
て
た
歴
戦
の
勇
士
で
あ
っ
た
が
、

彼
で
さ
え
、

英
国
人
の
戦
闘
を
次
の
よ
う
に
評
し

「
我
々
の
本
性
の
う
ち
の
暗
い
激
情
が
呼
び
お
こ
さ
れ
た
。
:
:
:
戦
闘
は
反
乱
兵
に
対
し
て
の
み
で
な
く
、
多
く
の
場
合
、
暴
徒
一
般
に

対
し
て
も
絶
滅
戦
に
な
り
、
・
:
:
人
種
戦
争
に
な
っ
て
い

M
V」

に
英
国
人
士
官
を
駆
立
て
た
も
う
一
つ
の
要
因
は
、
自
分
の
部
下
や
支
配
下
の
住
民
の
自
に
見
え
な
い
敵
意
に
対
す

る
恐
怖
心
で
あ
っ
た
。
反
乱
が
拡
大
し
て
い
く
過
程
で
、
司
令
部
は
イ
ン
ド
人
部
隊
の
武
装
解
除
を
指
令
し
た
が
、
昨
日
ま
で
忠
実
で
あ
っ

こ
の

「
人
種
戦
争
」
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た
イ
ン
ド
人
の
部
下
た
ち
を
信
頼
し
て
、
上
部
の
命
令
に
反
対
し
訂
正
を
求
め
た
英
人
士
官
た
ち
が
、
そ
の
部
下
た
ち
に
殺
害
さ
れ
る
事
態

も
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
イ
ン
ド
人
の
忠
誠
は
、
現
在
は
い
か
に
確
実
に
見
え
よ
う
が
、
明
日
は
裏
切
ら
れ
る
か
定
で
は
な
い
、
と
い
う

靖
疑
心
が
、
英
国
人
士
官
に
は
植
付
け
ら
れ
た
。

ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
レ
ン
ス
の
指
揮
す
る
パ
ン
ジ
て
プ
で
も
、

ガ
ン
ジ
ス
中
流
域
で
の
反
乱
の
報
が
伝
わ
る
や
、

イ
ン
ド
人
兵
士
た
ち
の
心
は

上
官
の
英
国
人
に
対
す
る
忠
誠
と
同
朋
で
あ
る
反
乱
軍
兵
士
に
対
す
る
共
感
と
の
聞
で
、
大
き
く
動
揺
し
は
じ
め
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

l
レ
ン
ス
は
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
駐
留
軍
の
中
の
動
揺
分
子
に
対
し
て
、
反
乱
の
先
手
を
打
っ
て
、
公
開
銃
殺
や
武
装
解
除
な
ど
の
粛
清
を
強
行
し

た
。
こ
の
恐
怖
政
策
が
徹
底
さ
れ
て
い
く
心
理
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
ロ
ー
レ
ン
ス
は
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

「
我
々
が
、
自
分
た
ち
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
と
る
一
つ
一
つ
の
措
置
は
、

セ
ポ
イ
正
規
兵
に
対
す
る
打
撃
と
な
る
。

セ
ポ
イ
は
そ

の
事
を
感
じ
取
っ
て
お
り
、
彼
ら
の
側
で
も
抵
抗
の
準
備
を
一
層
す
す
め
て
い
く
。
従
っ
て
、
我
々
は
セ
ポ
イ
を
解
隊
し
、
破
壊
し
つ
く
す

ま
で
粛
清
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
い
な
ら
ば
、
彼
ら
は
反
乱
を
お
こ
し
士
官
を
殺
害
す
る
で
あ
ろ
う
。
」

キ
ャ
ニ
ン
グ
が
、
最
も
避
け
た
い
と
考
え
て
い
た
事
態
に
他
な
ら
な
い
。
彼
は
、
恐
怖
こ

そ
が
イ
ン
ド
兵
を
反
乱
に
踏
み
切
ら
せ
る
要
因
で
あ
る
、
と
判
断
し
て
い
た
。

こ
の
恐
怖
の
相
互
エ
ス
カ
レ

l
シ
ヨ
ン
こ
そ
、

帝国主義の統治理性 (1)

「
最
も
対
処
し
が
た
い
困
難
は
、
未
だ
規
律
の
崩
壊
し
て
い
な
い
部
隊
が
恐
怖
心
に
血
迷
っ
て
し
ま
う
状
態
な
の
だ
。
彼
ら
セ
ポ
イ
が
、

カ
l
ス
ト
や
宗
教
を
失
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
恐
怖
。
自
分
の
仲
間
の
セ
ポ
イ
か
ら
恥
ず
べ
き
人
間
だ
と
見
下
さ
れ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
恐
怖
。
そ
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
部
隊
が
、
被
ら
を
反
乱
に
加
わ
っ
た
仲
間
と
同
一
視
し
て
、
自
分
た
ち
を
急
襲
し
血
の
粛
清

を
行
う
た
め
に
、
ど
こ
か
に
集
合
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
恐
怖
。
」

こ
の
恐
怖
心
が
イ
ン
ド
全
域
に
拡
大
し
て
い
く
こ
と
を
、
何
と
か
断
ち
切
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
キ
ャ
ニ
ソ
グ
は
、
未
だ
反
乱

が
拡
大
に
む
か
う
勢
を
示
し
て
い
る
時
点
で
、
全
軍
に
向
け
て
、
報
復
的
殺
裁
を
禁
止
す
る
訓
令
を
発
し
た
。
そ
の
中
で
彼
は
、
別
、
実
際 ロ
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に
反
乱
側
に
投
じ
た
部
隊
や
上
官
を
殺
害
し
た
イ
ン
ド
人
部
隊
と
、
単
に
武
装
解
除
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
部
隊
、
あ
る
い
は
、
反
乱
に
関
与

論

し

て

い

な

い

部

隊

と

の

峻

別

を

命

じ

、

凶

、

法

に

よ

る

裁

判

に

も

と

づ

く

こ

と

を

命

じ

て

、

復

讐

に

よ

あ

殺

裁

を

禁

じ
、
問
、
不
必
要
に
村
を
焼
き
は
ら
う
な
ど
の
無
差
別
攻
撃
を
禁
じ
た
。
こ
の
訓
令
の
趣
旨
は
、
憎
悪
と
不
必
要
な
殺
裁
が
、
イ
ン
ド
人
兵

士
を
一
層
反
乱
の
側
に
追
い
や
り
、

反
乱
者
の
処
罰
は
、

さ
ら
に
、

無
差
別
な
攻
撃
が
イ
ン
ド
民
衆
を
敵
に
ま
わ
す
事
態
を
懸
念
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

に
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、
反
乱
軍
の
側
が
、
無
秩
序
で
、
時
と
し
て
略
奪
な
ど
を
働
い
た
こ
と
と
対
比
さ
せ
、
反
乱
鎮
圧
寧
は
、
厳
正
な
規
律

を
も
っ
て
イ
ン
ド
人
民
衆
に
接
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
。

「
抵
抗
を
打
ち
負
す
こ
と
が
、
第
一
の
責
務
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
い
っ
た
ん
抵
抗
が
終
息
し
た
な
ら
ば
、
思
慮
深
い
公
正
さ
と
、
平
静

と
忍
耐
づ
よ
い
理
性
こ
そ
が
、
動
揺
を
鎮
静
さ
せ
る
の
だ
。
」

こ
う
述
べ
て
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、
軍
事
的
勝
利
の
後
は
、
征
服
者
で
は
な
く
、
統
治
者
と
し
て
行
動
す
る
よ
う
全
軍
に
要
請
し
た
の
で
あ
る
。

イ
ン
ド
に
お
け
る
英
国
統
治
の
政
治
的
再
建
で
あ
り
、
そ
の
目
的
達
成
の
手
段
と
し
て
、
限
ら
れ
た
軍
事
力
を
ど
の
地
点

彼
の
目
標
は
、

に
投
入
す
る
か
、
と
い
う
思
考
様
式
が
決
定
を
支
配
し
た
。
そ
の
た
め
政
治
的
な
秩
序
の
回
復
を
至
上
命
令
と
す
る
キ
ャ
ニ
ン
グ
と
、
軍
事

的
な
合
理
性
に
も
と
守
つ
い
て
勝
利
へ
の
最
短
距
離
を
狙
っ
た
戦
略
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
前
線
指
揮
官
と
の
問
で
、
作
戦
決
定
上
の
対
立
が

生
じ
た
。

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
接
す
る
北
西
辺
境
の
拠
点
ベ
シ
ャ
ワ
(
匂
町
田
『
5
5
5
を
放
棄
す
べ
き
か
否
か
に
関
す
る
、

ャ
ブ
駐
留
軍
の
責
任
者
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
レ
ン
ス
と
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
聞
の
対
立
で
あ
る
。

第
一
の
対
立
は
、

ハ
ン
J
J
J

ベ
ン
ガ
ル
中
流
域
で
反
乱
が
発
生
し
た
時
、
ベ
ン
ガ
ル
箪
の
主
力
部
隊
は
、
ロ
ー
レ
ン
ス
の
指
揮
の
下
に
、
北
部
パ
ン
ジ
ャ
ブ
一
帯
に
駐

留
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
英
国
側
の
緊
急
の
課
題
は
、
ま
ず
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
駐
留
軍
に
反
乱
が
波
及
す
る
こ
と
を
未
然
に
防
ぎ
、
次
に
、

こ
の
パ
ン
ジ
ャ
ブ
寧
か
ら
で
き
る
か
ぎ
り
多
く
の
兵
力
を
、
反
乱
側
の
拠
点
と
な
っ
た
旧
都
デ
リ
ー
を
攻
撃
す
る
た
め
に
派
遣
す
る
こ
と
で

さ

ら
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あ
っ
た
。
も
し
、
パ
ン
ジ
て
フ
寧
に
大
規
模
な
反
乱
が
生
じ
た
と
す
れ
ば
、
大
反
乱
全
体
の
鎮
圧
は
当
分
不
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
英
国

人
指
導
者
た
ち
は
判
断
し
て
い
た
。

ロ
ー
レ
ン
ス
は
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
軍
へ
の
反
乱
の
波
及
が
先
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
よ
り
先
に
反
乱
側
の
拠
点
デ
リ
ー
を
陥
落
さ
せ
る
こ
と

で
き
る
か
、
と
い
う
時
間
の
勝
負
だ
と
考
え
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
か
ら
近
い
デ
リ
l
に
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
軍
兵
士
の
同
朋
た
ち

が
反
乱
政
権
を
つ
く
っ
て
叛
旗
を
か
か
げ
て
い
る
聞
は
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
軍
の
動
揺
は
お
さ
ま
り
え
な
い
か
ら
で
あ
り
、

リ
l
政
権
を
早
期
に
崩
壊
さ
せ
な
い
か
ぎ
り
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
で
の
反
乱
の
発
生
は
時
間
と
確
率
の
問
題
だ
と
、
判
断
し
て
い
た
。

ロ
ー
レ
ン
ス
は
、
デ

し
た
が
っ

て
、
デ
リ

l
の
早
急
な
奪
還
が
な
に
よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
、

一
方
で
、
動
揺
し
た
兵
士
の
粛
清
を
強
行
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
英
国

側
に
忠
実
な
部
隊
を
次
々
と
デ
リ
l
に
派
遣
し
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
忠
誠
の
確
信
で
き
る
部
隊
を
デ
リ
ー
に
送
り
出
す
こ
と
は
、
忠
誠
の

疑
わ
し
い
部
隊
の
み
が
パ
ン
ジ
て
フ
に
残
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
段
々
と
パ
ン
ジ
ャ
ブ
駐
留
軍
の
軍
事
統
制
力
を
低
下
さ
せ
て
し
ま
い
、

反
乱
の
可
能
性
を
高
め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
ジ
レ
ン
マ
に
直
面
し
た
パ
ン
ジ
ャ
ブ
箪
指
導
部
に
は
、
焦
燥
感
が
高
ま
り
、
戦
略
を

め
ぐ
っ
て
論
争
が
生
じ
た
。
そ
の
大
勢
は
、
戦
闘
を
英
国
側
に
決
定
的
に
有
利
な
方
向
に
向
け
る
た
め
に
、
デ
リ

I
攻
撃
に
全
力
を
集
中
し

ょ
う
、
と
い
う
方
向
に
傾
い
た
。
そ
こ
で
、

?
l
レ
ン
ス
は
、
そ
れ
を
補
う
措
置
と
し
て
、
反
乱
と
は
直
接
に
関
係
の
な
い
北
西
辺
境
ベ
シ

キ
ャ
ニ
ン
グ
に
進
言
し
た
。

帝国主義の統治理性 (1)

ャ
ワ
の
兵
力
を
一
時
的
に
ペ
ン
ジ
ャ
ブ
に
撤
退
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
、
ベ
シ
ャ
ワ
の
一
時
的
な
放
棄
を
、

「
最
後
ま
で
ベ
シ
ャ
ワ
を
確
保
せ
よ
」
で
あ
っ
た
。

そ
の
理
由
は
、
も
し
「
英
寧
の
撤
退
」
と

イ
ン
ド
全
土
に
知
れ
わ
た
る
と
「
英
国
統
治
の
至
高
性
に
対
す
る
確
信
ぞ
間
違
い
な
く
揺
り
動
か
さ
れ
て
し
ま
う
に
と
い

う
点
で
あ
っ
た
。
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
視
野
は
、
形
勢
を
見
守
っ
て
い
る
藩
王
な
ど
に
ま
で
、
及
ん
で
い
た
。

「
(
ベ
シ
ャ
ワ
)
放
棄
に
よ
っ
て
捻
出
さ
れ
た
軍
事
力
か
ら
、
我
々
が
現
実
の
利
益
を
引
き
出
す
前
に
、
『
英
国
撤
退
』
の
波
及
効
果
は
広

そ
れ
に
対
す
る
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
回
答
は
、

い
う
事
態
が
、

く
感
受
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
も
し
も
、
デ
カ
ン
で
、
あ
る
い
は
パ
ロ
ー
ダ
で
反
乱
が
生
じ
、
我
々
の
側
に
(
藩
王
国
な
ど
の
)
現
地
政
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権
を
引
き
つ
け
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
れ
ば
、
我
々
の
地
位
は
絶
望
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
問
。
」

キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、
デ
リ
ー
の
反
乱
側
の
政
権
が
ム
ガ

l
ル
皇
帝
を
擁
し
て
、
正
統
な
支
配
者
と
し
て
体
裁
を
整
え
て
い
る
こ
と
を
重
視
し

論

て
い
た
。
反
乱
軍
が
席
捲
し
た
北
イ
ン
ド
一
帯
で
は
、
各
地
の
伝
統
的
な
支
配
者
や
地
方
有
力
者
た
ち
は
、
反
乱
軍
が
接
近
す
る
に
つ
れ
て

態
度
決
定
を
迫
ら
れ
、
反
乱
側
に
投
ず
る
か
、
英
国
側
に
立
っ
か
と
い
う
旗
織
を
鮮
明
に
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
反
乱
軍
が
近
づ
か
な
か

っ
た
地
域
の
藩
王
や
有
力
者
た
ち
は
、
そ
の
大
部
分
が
情
報
の
収
集
に
つ
と
め
、
情
勢
を
観
察
し
な
が
ら
、
慎
重
に
態
度
決
定
を
保
留
し
て

い
た
。
こ
の
よ
う
な
人
々
に
対
し
て
デ
リ
l
政
権
か
ら
反
英
側
に
加
わ
る
よ
う
に
、
働
き
か
け
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
外
交
戦
と

い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
形
勢
を
凝
視
し
て
い
る
各
地
の
勢
力
に
「
英
軍
撤
退
」
と
い
う
政
治
的
衝
撃
を
及
ぼ
す
こ
と
は
、
明
ら
か
に
愚
策

で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、
す
で
に
反
乱
が
発
生
し
た
北
イ
ン
ド
や
パ
ン
ジ
て
フ
で
、
新
た
な
軍
事
抵
抗
が
生
ず
る
こ
と

そ
れ
以
外
の
地
域
で
反
乱
側
に
投
ず
る
雪
崩
れ
現
象
が
生
ず
る
可
能
性
を
懸
念
し
て
い
た
。

ベ
シ
ャ
ワ
の
放
棄
な
し
に
、
英
国
側
の
手
に
落
ち
た
。
そ
の
後
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、
ラ
ク
ノ

l
の
攻
略
に
全
力
を
集
中
し

た
。
ラ
ク
ノ
!
は
、
反
乱
が
最
も
根
強
か
っ
た
オ
l
ド
(
。
ロ
円

F)
地
方
の
首
都
で
あ
る
。
こ
の
オ
l
ド
は
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
が
イ
γ
ド
に
着
任

の
政
治
的
な
意
味
は
、
低
く
見
積
っ
て
お
り
、

デ
リ
ー
は
、

す
る
直
前
、
前
総
督
の
ダ
ル
フ

l
ジ
ー
に
よ
っ
て
併
合
さ
れ
た
地
域
で
あ
り
、
こ
の
併
合
に
よ
っ
て
、
ラ
グ
ノ

l
の
王
室
や
土
地
貴
族
タ
ル

グ
ダ
l
ル
(
吋
と
ロ

E
R
)
の
強
い
不
満
が
醸
成
さ
れ
、

さ
ら
に
ベ
ン
ガ
ル
軍
団
の
中
軸
を
な
し
て
い
た
オ
l
ド
出
身
の
セ
ポ
イ
の
中
に
も
反

発
が
生
れ
る
な
ど
、
大
反
乱
の
重
要
な
焦
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
オ
l
ド
に
お
け
る
反
乱
は
、
単
な
る
兵
士
の
軍
事
抵
抗
に
と
ど

ま
ら
ず
、
こ
の
地
域
の
支
配
層
を
ま
き
込
ん
だ
地
域
反
乱
に
近
い
も
の
に
な
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
ラ
ク
ノ
ー
の
英
国
総
督

代
表
の
館
で
は
、
英
国
側
は
婦
人
や
子
供
を
含
め
て
三
カ
月
に
及
ぶ
寵
城
戦
を
展
開
し
、
英
国
側
の
全
一
力
を
あ
げ
た
救
出
作
戦
に
よ
っ
て
、

し
か
し
、
こ
の
作
戦
は
、
英
国
人
の
救
出
の
み
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
も
オ
l
ド
全
域
の
制
圧

か
ろ
う
じ
て
救
出
さ
れ
た
。

や
ラ
ク
ノ
l
の
確
保
に
は
、
程
遠
い
軍
事
情
勢
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
英
イ
ン
ド
軍
司
令
官
コ
リ
ン
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
(
。
。

-sh白
SHuf--)
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は
、
ラ
ク
ノ
ー
を
い
っ
た
ん
放
棄
し
、
デ
リ
!
と
オ

l
ド
と
の
聞
に
広
が
る
ロ
ヒ
カ
ン
ド
(
列
。

E
F
r
s
e
地
方
を
制
圧
し
、
次
い
で
、

ー
ド
に
手
を
つ
け
て
い
く
戦
略
を
た
て
た
。
キ
ャ
ン
ベ
ル
は
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
に
ラ
ク
ノ

l
は
地
理
的
に
孤
立
し
や
す
く
、

在
す
る
無
数
の
反
乱
側
の
拠
点
の
真
直
中
に
、
限
ら
れ
た
兵
力
を
展
開
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
と
力
説
し
(
問
。

オ
l
ド
一
帯
に
散

キ
ャ
ニ
ン
グ
は
ラ
ク
ノ
!
の
確
保
を
命
じ
た
。

デ
リ
ー
に
向
け
ら
れ
た
よ
う
に
、
今
や
ラ
ク
ノ

l
に
向
け
ら
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
っ
た
。
オ
l
ド
に
対
す
る
英
国
の
併
合
が
、
大
反
乱
の

発
生
の
一
要
因
で
あ
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の
人
、
が
一
致
し
て
認
め
て
い
た
。
し
か
も
、
ラ
グ
ノ
l
王
室
は
、
併
合
の
取
消
を
求
め
て
、
様
々

イ
ン
ド
の
有
力
者
た
ち
は
、
ラ
ク
ノ

l
王
室
の
運
命
を
注
視
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
理
由
は
、

「
イ
ン
ド
に
お
け
る
す
べ
て
の
自
が
、

か
っ
て

な
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、

「
王
の
存
在
と
彼
の
求
め
て
い
る
地
位
が
(
同
様
の
地
位
に
あ
る
他
の
)
英
国
統
治
に
服
さ
な
い
土
着
権
力
の
自
に
は
重
要
な
も
の
と
映

っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
ォ

l
ド
に
お
い
て
こ
そ
、
我
々
は
成
功
す
る
か
失
敗
す
る
か
が
決
定
さ
れ
る
の
問
。
」

ま
た
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、
「
逆
説
的
に
聞
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ラ
グ
ノ
ー
が
オ

l
ド
の
中
心
で
首
都
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ま
た
、
我
々

が
た
つ
た
二
年
し
か
確
保
し
え
な
か
っ
た
ラ
ク
ノ
ー
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
我
々
が
権
力
を
う
ち
た
て
る
こ
と
が
大
切
な
の
問
」
と
も
述
べ
て

帝国主義の統治理性 (1)

つ
ま
り
、
最
も
支
配
の
む
ず
か
し
い
ラ
グ
ノ

l
の
覇
者
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
こ
そ
、
英
国
に
対
し
て
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
意
志

を
、
放
棄
さ
せ
る
政
治
的
意
味
が
あ
る
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
見
通
し
は
、
ほ
ぼ
正
し
く
、
ラ
ク
ノ
l
陥
落
後
、

い
る
。

オ
i
ド
各
地
の
反
乱
は
、
軍
事
的
に
壊
滅
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
抵
抗
が
断
念
さ
れ
て
政
治
的
な
収
束
に
む
か
っ
て
い
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
政
策
を
部
下
の
一
人
は
、
「
彼
の
施
策
は
、
最
初
は
全
く
実
り
な
い
も
の
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
結
果
と

し
て
、
豊
か
な
も
の
と
な
っ
た
」
と
要
約
し
て
い
待
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
政
治
指
導
は
、
当
初
イ
ン
ド
在
住
の
英
国
人
た
ち
に
著
し
く
不
評
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
反
乱
の
拡

大
期
に
、
現
地
語
の
新
聞
と
と
も
に
、
恐
怖
を
あ
お
る
英
字
新
聞
の
検
聞
に
踏
切
り
、
そ
の
う
え
、

カ
ル
カ
ッ
タ
住
民
の
武
装
解
除
を
行
う オ
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i見

際
、
ベ
ン
ガ
ル
人
の
み
な
ら
ず
、
英
国
人
も
そ
の
対
象
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
一
連
の
措
置
に
よ
っ
て
、
人
種
的
な
憎
悪
に
燃
え
た
イ
ン
ド

在
住
の
英
悶
人
た
ち
は
キ
ャ
ニ
ン
グ
に
対
す
る
強
い
反
感
を
持
つ
に
至
っ
た
。
彼
ら
の
日
か
ら
見
れ
ば
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、
イ
ン
ド
人
に
過

剰
に
「
御
情
け
深
く
」
、
英
国
人
た
ち
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
映
っ
た
。
一
般
の
英
国
人
は
、
先
に
述
べ
た
ギ
ャ
ニ
ン
グ

の
訓
令
を
「
御
情
け
の
日
ニ
一
一
日
」
と
郷
織
し
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
を
「
御
情
け
深
い
(
軟
弱
な
)
キ
ャ
ニ
ン
グ
様
」
(
，

(
v
r
B
2
4
の山口ロ
5
K
)
と
蔑

，h..，. 
u日目

称
し
た
。
そ
し
て
、

キ
ャ
ニ
ン
グ
の
罷
免
を
求
め
る
署
名
を
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
に
送
る
ま
で
に
、
イ
ン
ド
荘
住
英
国
人
の
不
信
感
は
高

ま
っ
た
。
こ
の
世
論
や
イ
ン
ド
の
英
字
新
聞
の
論
調
は
、
英
本
国
に
も
波
及
し
た
。
例
え
ば
、
雑
誌
『
パ
ン
チ
』
は
、
血
の
し
た
た
り
お
ち

彼
の
訓
令
を
「
馬
鹿
げ
た

る
剣
を
持
っ
た
残
忍
そ
う
な
イ
ン
ド
人
の
頭
を
な
で
る
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
漫
画
を
掲
載
し
、

(
泊
)

宣
言
」
と
呼
ん
だ
。
さ
ら
に
、
英
本
国
の
政
治
家
た
ち
の
中
で
も
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
に
対
す
る
批
判
が
高
ま
っ
た
。
そ
の
う
え
、
キ
ャ
ニ
ン
グ

『
タ
イ
ム
ズ
』
紙
は
、

を
イ
ン
ド
総
督
に
任
命
し
た
首
相
パ

l
マ
ス
ト
ン

(
Z
B弓

F
rロ
吋

2
4
F
F開
ω
丘
〈
Fmgロ
ロ
士
)
同
司
巳

B
2凹
吉
ロ
)
は
、
反
乱
発
生
の
第

一
報
が
と
ど
い
て
か
ら
、

一
八
五
七
年
一
一
月
ま
で
の
半
年
聞
は
、

(
初
)

に
あ
え
て
一
通
の
支
持
の
手
紙
も
警
か
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

追
い
込
ま
れ
た
。

キ
ャ
ニ
ン
グ
を
支
持
す
る
公
的
発
言
を
行
わ
ず
、

ま
た
、
キ
ャ
ニ
ン
グ

キ
ャ
ニ
ン
グ
の
政
策
は
、
本
国
の
政
権
か
ら
も
位
諭
か
ら
も
、
孤
立
に

さ
ら
に
、
パ

l
マ
ス
ト
ン
内
聞
に
か
わ
っ
た
ダ
ー
ビ
ー
内
閣
の
イ
ン
ド
統
制
委
員
長
エ
レ
ン
ボ
ロ

l

(肘
仏
当
阻
止

F
S
F
F開
]
日
付
何
回
ユ
ー

巴
-gσ
。g己
mr)
が
、
議
会
と
新
聞
を
通
じ
て
キ
ャ
ニ
ン
グ
を
公
け
に
非
難
す
る
に
至
っ
た
。

し
か
し
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
彼
に
対
す
る
世
論
の
批
判
に
は
全
く
耳
を
貸
そ
う
と
は
せ
ず
、
超
越
的
と
さ
え
い
え
る
盗
勢
を
崩
そ
う
と
し
な

か
っ
た
。
彼
は
、
多
く
の
人
か
ら
働
き
す
ぎ
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
忠
告
を
受
け
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
早
朝
か
ら
深
夜
ま
で
執
務
室

に
寵
っ
て
、
指
導
に
専
念
し
た
。
と
く
に
、
一
時
期
、
反
乱
の
中
心
地
域
に
近
く
、
指
導
と
連
絡
に
便
利
な
ア

l
ラ
パ

l
ド

(
E
g
r与
邑
)

に
、
カ
ル
カ
ッ
タ
か
ら
執
務
主
を
移
動
さ
せ
、
そ
こ
で
指
揮
を
と
る
こ
と
さ
え
し
た
。
彼
の
訓
令
は
、
大
局
的
な
判
断
を
目
的
と
し
て
い
る
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も
の
の
、
作
戦
の
細
部
に
ま
で
立
ち
入
っ
た
詳
細
な
も
の
も
少
な
く
な
い
。
彼
の
広
い
執
務
室
の
壁
に
は
、
戦
況
を
示
す
地
図
が
掲
げ
ら

れ
、
部
屋
全
体
に
は
、
フ
ァ
イ
ル
と
書
類
箱
が
整
然
と
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
部
下
た
ち
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
決
断
が
遅
く
、

訓
令
や
公
信
の
起
草
は
最
後
の
瞬
間
ま
で
考
え
抜
い
た
、
と
い
う
。

さ
ら
に
、

い
っ
た
ん
浄
書
さ
れ
た
手
紙
に
、
さ
ら
に
手
を
入
れ
、
文
章

の
ス
タ
イ
ル
に
ま
で
気
を
配
っ
た
。
そ
の
た
め
、
書
類
の
作
成
が
遅
れ
が
ち
に
な
り
、
本
間
に
む
け
て
手
紙
を
運
ぶ
郵
便
船
は
、

(
但
)

ボ
ン
ベ
イ
沖
に
一
日
以
上
も
待
機
さ
せ
ら
れ
た
。

し
ま
し

ば
、
総
督
の
公
電
一
本
の
た
め
に
、

し
か
し
、
彼
は
い
っ
た
ん
下
し
た
決
定
は
断
固
と
し

て
実
施
し
、
部
下
の
現
場
指
揮
官
に
も
、
ロ
ン
ド
ン
の
彼
の
批
判
者
に
も
、
彼
の
決
定
を
覆
す
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。

設
に
、
ォ

l
ド
に
関
す
る
政
策
の
修
正
を
命
じ
た
公
電
を
送
り
つ
け
た
時
、
彼
は
、
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
彼
の
政
策
の
代
弁
者
グ
レ
ン
ヴ
ィ

エ
レ
ン
ボ
ロ

l
が

ル
に
こ
う
書
き
送
っ
て
い
る
。

「
私
の
身
体
に
生
あ
る
限
り
、
私
は
こ
れ
ま
で
と
っ
て
き
た
政
策
以
外
は
絶
対
に
採
用
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
は
単
に
得
策
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く
、
正
義
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
怒
り
の
中
で
統
治
し
な
い
。
法
と
カ
が
許
す
か
ぎ
り
、
公
正
な
統
治
を
厳
正
に
確
固
と

し
て
施
し
て
い
く
。
」

し
か
し
、

イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
専
制
君
主
に
比
す
べ
き
権
力
者
で
あ
っ
た
キ
ャ
エ
ン
グ
も
、

(1) 

-こ。

』
A
・ナ
J

ロ
ン
ド
ン
政
界
の
動
向
に
は
深
く
悩
ま
さ

{
お
)

ロ
ン
ド
ン
で
は
、
議
会
は
も
ち
ろ
ん
、
女
王
の
周
辺
に
も
イ
ン
ド
に
対
す
る
対
応
に
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

帝国主義の統治理性

ロ
ン
ド
ン
で
は
、
大
反
乱
が
発
生
し
た
後
の
半
年
問
、

な
に
よ
り
も
、
大
反
乱
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
関
係
、
と
り
わ
け
英
仏
に
関
係
及
し
う
る
影
響
を
重
視
し
た
。
即
ち
、
ま
ず
ナ
ポ
レ
オ
ン
三

イ
ン
ド
政
策
に
つ
い
て
の
合
意
が
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
首
相
パ

l
マ
ス
ト
ン
は
、

世
の
出
方
を
さ
ぐ
り
、
次
い
で
、
軍
隊
へ
の
採
用
年
齢
制
限
を
緩
和
す
る
な
ど
の
警
戒
措
置
を
と
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
は
、
本
国
や
他
の

植
民
地
か
ら
イ
ン
ド
へ
、
軍
隊
を
で
き
る
か
ぎ
り
急
派
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
そ
れ
ら
の
大
部
分
は
、
主
要
な
戦
闘
が
終
了
す
る
前
に
戦
場

に
到
着
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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説

し
か
も
、
英
本
国
で
イ
ン
ド
政
策
に
責
任
を
負
う
べ
き
英
国
議
会
は
、
一
八
五
七
年
秋
よ
り
一
年
余
と
い
う
最
も
重
要
な
時
期
に
、
諸
党

派
の
関
係
が
錯
綜
し
、
政
治
決
定
は
著
し
く
不
安
定
化
し
た
。
デ
ィ
ス
レ
イ
リ

1
の
「
多
数
派
の
形
成
の
仕
方
、
神
の
み
ぞ
知
為
。
投
票
結

果
の
背
景
、
神
の
み
ぞ
知
る
」
と
い
う
嘆
き
は
、
こ
の
議
会
の
流
動
性
を
物
語
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
間
に
、
内
閣
も
、
イ
ン
ド
政
策
を
担

当
す
る
大
臣
も
、
と
も
に
交
代
し
た
。
そ
の
結
果
、
イ
ン
ド
と
本
国
の
聞
の
通
信
は
大
混
乱
に
落
ち
入
り
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、
向
分
を
イ
ン

ニ'A
日間

ド
総
督
に
選
出
し
た
パ

l
マ
ス
ト
ン
内
閣
が
崩
壊
し
た
こ
と
を
、
約
一
カ
月
半
も
知
ら
ず
に
す
ご
し
た
。

ま
た
、
パ

l
マ
ス
ト
ン
内
閣
に
か

わ
っ
て
成
立
し
た
、

ダ
ー
ビ
ー
内
閣
の
イ
ン
ド
統
制
委
員
長
に
は
エ
レ
ン
ボ
ロ
ー
が
就
任
し
た
が
、
彼
は
前
任
者
の
公
信
記
録
を
見
な
い
ま

ま
に
、
政
策
の
変
更
を
求
め
る
訓
令
を
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
に
送
付
す
る
有
様
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
政
策
は
、
議
会
に
お
け
る
党
派
間
の
駆
引
の

材
料
と
な
り
、
誤
報
や
噂
話
が
議
会
の
周
辺
を
支
配
し
た
。
イ
ン
ド
総
督
の
更
迭
が
噂
さ
れ
、
ダ
ー
ビ
ー
内
閣
の
大
蔵
大
臣
デ
ィ
ス
レ
イ
リ

ー
が
、
東
イ
ン
ド
会
社
を
廃
止
し
た
後
に
新
た
に
設
け
ら
れ
る
イ
ン
ド
副
王
兼
総
督
の
地
位
に
関
心
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
、
当
時
の
政
界

の
常
識
で
あ
っ
た
。

ロ
ン
ド
ン
で
は
問
題
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ャ
ニ
ン
グ
と
い
う
人
物
を
、
英
国
の
支
配
層
が
信
任
す
る
か
否
か
に
絞
ら
れ
た
。
こ
こ
で
、
最

も
大
き
な
重
み
を
発
揮
し
た
の
は
、
支
配
層
内
部
に
お
け
る
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
人
的
な
信
頼
関
係
に
他
な
ら
な
い
。
彼
の
親
友
グ
シ
ン
ヴ
ィ
ル

は
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
在
任
中
を
通
じ
て
彼
と
定
期
的
に
手
紙
を
か
わ
し
て
い
た
が
、
議
会
に
お
い
て
終
始
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
政
策
を
擁
護
し
、

彼
に
対
す
る
批
判
に
逐
一
反
論
を
加
え
た
。
実
際
、
内
閣
の
交
代
に
よ
っ
て
、
ロ
ン
ド
ン
と
イ
ン
ド
総
督
と
の
交
信
が
不
安
定
化
し
た
中
で
、

グ
レ
ン
グ
ィ
ル
が
キ
ャ
ニ
ン
グ
か
ら
受
け
と
る
本
来
は
非
公
式
な
は
ず
の
情
報
も
、
重
要
性
を
増
し
て
い
っ
た
。
当
時
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女

ま
ず
王
室
の
キ
ャ
ニ
ン
グ
支
持
を
と
り
つ
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
さ
ら
に
、

王
と
ア
ル
パ

l
ト
公
の
寵
臣
で
あ
っ
た
グ
レ
ン
ゲ
ィ
ル
は
、

ピ
1
ル
党
の
指
導
者
た
ち
も
、

は

キ
ャ
ニ
ン
グ
擁
護
の
論
陣
を
張
っ
た
。
当
時
保
守
党
の
首
脳
に
近
か
っ
た
グ
レ
ア
ム
(
』

E
M
g
c
z
z
g
)

「
グ
ラ
イ
ヴ
(
列
。

F
2
2守
巾
)
が
勝
ち
取
り
、
ウ
ェ
ル
ズ
リ

l
(河
江
戸
田
正
。
。
ロ
ミ
君
主

2-4)
が
確
保
し
た
も
の
を
ヰ
ャ
ニ
ン
グ
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Hokkaido L. Rev. 

The 0伍cialMind of Imperialism: 

Charles Canning and the Indian Great Rebellion (1) 

Ken'ichi NAKAMURA * 

Charles Canning， born in 1812， as a son of George Canning was 

appointed as the Secretary.General of India in 1856. He faced the 

Indian Great Rebellion， one of the most serious crises of British Empire 

in the 19th century. He could successfully win against the rebels as well 

as his enemies in and outside of Indian Government， such as outrages 
of English Press， criticism of Parliament and that of the Establishment. 
Throughout his rule， he showed his prudence to tranquilise Indian 

minds and his calm confidence to re-establish the stability of British rule. 

Chapter 1 is a sketch of the family and education of Charles 

Canning， which built up his leading traits of ruler. Though his father 
George Canning had a powerful influence over the son， the father and 

the son were different in character: father George， a man of vehement， 

and a great speaker in the public， son Charles， a man of remarkable 

accuracy with the power of continuous work. And Charles Canning 

was very much helped by the fame and personal relations his father 

established. While George Canning had to struggle by himself against 

the invisible pressure of the Establishment. 

Chapter 2 is focused upon his leadership in the process of the 

suppression of the Rebellion. While hostility to the Indians among th巴

white community grew to racial animosity， Charles Canning understood 

wheth巴ror not the British rule could be restored depended upon the 

goodwill of the Indian people. He dispatched so called “the‘clemency' 

resolution" which prohibited British military from r巴vengingindiscrimi-

nately. Though he was surrounded by resentments， criticisms and 

outrages of the public opinion both in Calcutta and London， he managed 

to persuaded that his policy was the only choice to make the British 

rule survive in India. 

* Associate Professor， Faculty of Law， Hokkaido University. 
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